
第８章 貿易関連投資措置

１．ルールの概観

⑴ ルールの背景

1980年代後半において、世界各国の海外直接投資は大きな伸びを示した

が、投資受入国においては、自国産業の保護・育成、外貨流出の防止等の観

点から、外国からの投資を受け入れるに当たって、様々な要求が行われる場

合がある。

このような要求の例としては、ローカル・コンテント要求（国産品の購入

又は使用の要求）、使用部品の製造要求、輸出入 衡要求、国内販売要求、技

術移転要求、輸出要求（生産量の一定割合を（特定の地域に）輸出すること

に対してインセンティブを与えるもの）、出資比率規制、為替規制、送金規制、

ライセンシング要求、雇用規制等が挙げられる。これらの投資措置の一部は、

強い貿易歪曲効果を有し、ガット第３条及び第11条に反するため禁止されて

いる。

投資規制に関する国際規範は従来から存在するが、ウルグアイ・ラウンド

交渉が終結するまでは、規律内容及び対象国の点で限定的なものにとどまっ

ていた。例えば、経済協力開発機構（OECD）の「資本移動の自由化に関する

コード」において、加盟国は、直接投資について幅広い自由化義務が課され

ているが、かかる義務については、各国は自由に留保を付すことができるこ

とになっており、実際にも各国は多くの留保を付している。また、二国間条

約等においても、投資一般について最恵国待遇を約束しているものはあるが、

内国民待遇まで認めているものは多くない。1994年11月に採択された

APECの投資原則は、最恵国待遇及び内国民待遇を含め、投資全般に関する

ルールを定めたものであるが、拘束力を有しないものである。
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⑵ 法的規律の概要

1947年のガットにおいても、内国民待遇及び数量制限の一般的禁止に違反

する投資措置は禁止されていたが、禁止される措置の範囲については明確で

はなかったため、ウルグアイ・ラウンドでは、貿易に関連する投資措置（Trade

-RelatedInvestmentMeasures、略して「TRIM」）の規律の在り方が議論

され、「貿易に関連する投資措置に関する協定」（TRIM協定）として合意さ

れた。同協定は、輸入産品を課税、規則等の面で、国内産品に比べ差別的に

取り扱ってはならないとするガット第３条の内国民待遇及び第11条に規定

される輸出入数量制限の一般的禁止に違反するTRIMの禁止を規定し、特に

ローカル・コンテント要求、輸出入 衡要求、為替規制及び輸出制限（国内

販売要求）といった措置（図表８―１）を例示して明示的に禁止した。また、

禁止の対象となる投資制限措置には、法律等により強制的に課されるものの

ほか、他の優遇措置（補助金、免税等）を得るための条件とされるものも含

まれることを規定した。（図表８―１に示されたTRIMは、あくまで例示であ

り、TRIM協定により禁止されるものはこれらに限定されるものではない。）

同協定は、加盟国に特に新しい義務を課すものではないが、1947年のガッ

ト上の義務が明確化されることによって、各国の措置のガット整合化が促進

されることが強く期待されている。WTO協定発効後、当該措置の実施国は、

（図表８―２）に該当する場合を除き、所定の経過期間内に措置の是正を要

求されることとなる。
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⑶ TRIM撤廃期限の延長

TRIM協定においては、協定に適合しないTRIMを物品理事会に対して

通報することを義務づけており、27か国からTRIMの存在が通報がされて

いた。通報された各国のTRIMは、（図表８―３）のとおりであり、自動車及

び農業分野においてローカル・コンテント要求を課しているものが多かった。
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この通報がなされたTRIM措置については、1999年末をもって廃止のた

めの経過期間が満了した（ただし、ウガンダは後発開発途上国であるので、

2002年１月１日が撤廃期限である）。

TRIM協定においては、廃止につき特別の困難があることを立証する場合

には、通報したTRIM措置に係る経過措置の延長を要請できることを規定し

ており、フィリピン（1999年10月）、コロンビア（1999年11月）、メキシコ、

ルーマニア、パキスタン、アルゼンティン、マレイシア、チリ（1999年12月）、

タイ（2000年５月）、及びエジプト（2001年２月）から、最短１年から最長

７年にわたる延長の要請がなされた。

1999年にシアトルにおいて開催された第３回閣僚会議では、開発途上国に

認められた経過期間を延長するかどうかも議論されたが、何らの合意も得ら

れなかったため、2000年以降もWTO（一般理事会及び物品理事会）におい

てその取り扱いが検討されてきた。

この検討は難航を極めたが、最終的に2001年11月に、チリについて2001

年12月末まで無条件で、アルゼンチン、コロンビア、フィリピン、メキシコ、

マレイシア、パキスタン、ルーマニア及びタイについては、撤廃計画を提出

し、撤廃状況についてのレビューを受けることを条件に2003年12月末（た

だし、フィリピンについては2003年６月末）までTRIM撤廃の経過期間を延

長することが決定された（エジプトについては未決着）。

⑷ 経済的インプリケーション

1999年及び2000年における世界の直接投資の状況は（図表８―４）のとお

りであり、2000年の世界の対外直接投資は、過去最高の１兆2,708億ドル（前

年比約15％増）に達し、増加を続けている。中でも、最近は国際的なM＆A

取引が急速に拡大しており、直接投資の増加の主要な要因となっている。

直接投資の地域別内訳としては、先進国は投資母国としては世界全体の約

９割、投資受入国としても約８割を占めその主要な原動力となる一方で、開

発途上国においては対内及び対外直接投資ともに過去最高を更新しているも
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のの、世界における比率は低下している。

TRIMは、短期的には、実施国にとって産業保護・育成の手段となり、ま

た、国際収支の悪化に歯止めをかける効果があると えられることから、開

発途上国を中心に実施されてきた。また、先進国による自由な投資を制限す

る一面があるものの、同時に途上国の産業発展の基盤整備に資する側面もあ

り得る。しかしながら、中長期的には、自由な投資活動を阻害することによ

って、当該国の経済発展に悪影響を及ぼす可能性が大きい。

例えばローカル・コンテント要求措置として、進出する製造企業が現地国

産部品の使用を義務づけられた場合、当該措置の実施国の部品産業は十分な

競争にさらされることなく生産を行うこととなり、国際競争力が高まらない

だけでなく、進出企業にとっても高品質で割安な輸入品を使用できないため、

結局完成品の国際競争力が向上しないこととなる。その結果、当該国の完成

品産業はせいぜい輸入代替の役割は果たすものの、それ以上の発展は困難と

なる。さらに、当該国内の消費者もコストの高い製品の購入を余儀なくされ

るという不利益があり、それがゆえに国内需要の拡大も阻害され、結果とし

て当該国の経済の発展にマイナスとなる可能性がある。
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⑸ 今後の課題

上述のとおり、一部途上国のTRIMの撤廃期限については、最長で2003年

末まで延長することが認められたが、今後は、各途上国が延長を認められた

当該TRIMを、延長要請を行った際に提出した撤廃計画に即して撤廃するの

かどうかを注視していく必要がある。

また、一部途上国において新たにTRIMを導入する動きが見られること

は、TRIM協定の着実な実施の観点からも看過することはできず、経過期間

が満了した通報されたTRIM措置の撤廃の状況とともに注視し、必要に応じ

てWTOの紛争処理解決手続に従い、問題の解決を求めていくべきである。

他方、国内において適切な競争力強化政策をとることが外資規制の円滑な

撤廃を可能とする上で有効であることから、我が国としては、その達成が容

易となるよう、技術援助等様々な面において、必要に応じ支援していくべき

であろう。

また、日本企業の海外投資に当たっては、現地経済への貢献という観点か

ら、部品の現地調達率を高める等の努力が期待されていることは言うまでも

ない。こうした努力が、TRIMという政策的規制から離れて、現地の企業環

境に合わせて、かつ経済合理性のある形で実現されることを期待する。

なお、近時、産業立地の国際化が急速に進展する過程で、開発途上国におい

ては、外資の導入によって、自国の産業、経済の発展を図ろうとする動きが

活発化している。このような背景の下で、特にアジア諸国において各種の投

資規制を緩和し、外資系企業にとっての投資環境をより魅力あるものとする

ことによって、積極的に外資系企業を誘致しようとする動きが顕在化してい

ることは注目される。開発途上国においては、それらの外資誘致策を更に進

めて行くべきと言える。
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＜コラム＞WTOにおける新たな投資ルールの策定の動き

１．投資に関する国際的なルールを巡る状況

国際的な経済活動の中で直接投資（FDI）の占める比重は飛躍的に拡大し

ているにもかかわらず、現在までのところ、投資の自由化及び保護、円滑

な投資活動を確保するための多国間での包括的な投資関連協定は存在しな

い。多くの投資家が、投資先国における関連法令の不透明性や外資参入制

限といった問題点に直面しており、これを改善するためには国際的な規律

の強化が求められるところであり、二国間・地域間での取り組みに加えて、

多国間でのルールを策定することの必要性が指摘されている。

投資に関する多国間ルールに関しては、投資に係る国際紛争の解決手続

を規定したICSID（国際投資紛争解決センター）条約や、開発途上国向け

の民間直接投資を促進することを目的として投資保険機関の設立を規定し

たMIGA（多国間投資保証機関）条約などが存在するものの、その範囲や

対象は限定的である。

また、OECD（経済協力開発機構）において、加盟国間での多国間投資協

定（MAI：MultilateralAgreementonInvestment）を策定するための交

渉を1995年から開始したが、過度な自由化義務、一般例外の扱い、環境・

労働等の配慮等について議論が紛糾し、最終的には、高い規律が国家主権

を侵害する恐れがあること等を理由にフランスが交渉から離脱したことか

ら1998年に交渉が中止されている。

２．WTOにおける投資ルールの検討状況

⑴ 既存協定による規律

ウルグアイ・ラウンド交渉で合意された協定の中には、投資の一部に関

する規律を含むものが存在する。

①TRIM協定（貿易に関連する投資措置に関する協定）

TRIM協定では、ガットの基本原則である内国民待遇及び輸出入数量制
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限の一般的禁止に違反する貿易関連投資措置を禁止している。

②SCM協定（補助金及び相殺措置に関する協定）

SCM協定は、貿易歪曲効果が高い補助金を規律する観点から、特定性の

ある補助金の付与に関する規定を定めている。投資受入国政府は投資を誘

致するにあたってインセンティブとしての補助金交付を行うことがあるが

（税の軽減など）、かかる交付が特定の企業ないし特定の産業分野に限定さ

れる場合には、SCM協定の定義するイエロー補助金（特定性を有する補助

金）に該当する。なお、SCM協定は物品の貿易に関連する補助金の付与を

規律するものであるため、あらゆる投資インセンティブが規律の対象とな

るわけではない点には留意すべきである。

③GATS（サービス貿易に関する一般協定）

GATSでは、第１条２項においてサービス貿易の提供を４つの形態（モ

ード）に分類し、そのうち、第３モード（商業拠点の越境によるサービス

の提供）がサービス分野での直接投資に該当する（銀行による支店の設置

等）。GATSにより、WTO加盟国は、透明性及び最恵国待遇の義務につい

ては原則として全てのサービス分野において、内国民待遇及びマーケット

アクセスの義務については約束を行ったサービス分野について、保証する

こととされている。

⑵ 「貿易と投資の関係に関する作業部会」での検討

上述の通り、WTO既存協定の中には投資に関する規律を部分的に定め

た協定が存在するものの、統一的で包括的な投資ルールは存在しない。

このような背景の中、WTOにおいて投資ルールを策定する必要性が我

が国を含めた多くの加盟国によって共有されたことを受け、1996年12月

の第２回WTO閣僚会議（シンガポール）での閣僚宣言において「貿易と

投資の関係に関する作業部会」の設置が決定された。同作業部会は、1997

年から2001年までの間に15回の会合を行い、FDIの経済効果や開発政策

に与える影響といった投資に関する分析作業から、投資ルールにおける「定

第８章 貿易関連投資措置

297



義」「透明性」「開発条項」等のあり方といった具体的な条項に関する議論

に至るまで、幅広い内容での検討作業を行ってきた。

なお、シンガポール閣僚宣言では「行われる作業が交渉が将来開始され

るか否かを予断してはならない」、「交渉を将来行うとしても、交渉につい

ての明示的なコンセンサスによる決定がWTO加盟国間でなされて初め

て行う」旨が明記されており、投資ルールの具体的内容についての検討を

行おうとした場合に作業部会におけるマンデート上の制約が存在していた

ことは事実である。

⑶ 投資ルールの構成要素

これまでの検討プロセスでは、WTOでの投資ルール策定を支持する推

進派グループが中心となって投資ルールの構成要素について検討を行って

きた。主な要素としては、①国際的な投資環境の透明性、安定性、予見可

能性を確保するための協定とする、②規律の対象となる「投資」はFDIを

基本とする、③透明性、無差別性（内国民待遇及び最恵国待遇）の義務を

中核とする、④紛争処理手続については国対国の紛争に限定する、⑤投資

受入国の開発政策や規制権限を尊重する、などが挙げられる。

⑷ 第４回閣僚会議での議論及び結果

2001年11月にカタール・ドーハで開催された第４回閣僚会議では、

WTO投資ルール策定のための交渉を直ちに開始すべきと主張する我が国

やEU等の推進派と、交渉開始は時期尚早であり作業部会での検討を継続

すべきと主張するインド、マレイシア、多くのアフリカ諸国等の反対派と

の間で議論が収斂せず、調整の結果、採択された閣僚宣言においては、次

回閣僚会議までは作業部会において投資ルールの構成要素についての明確

化に焦点を絞った検討を行い、次回閣僚会合において交渉のモダリティに

関しての決定を明確なコンセンサスで行った上で、交渉を開始すると記述

することで合意がなされた。
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途上国が交渉開始に反対をしていた主な理由として、一方で経済発展の

ために投資を誘致する重要性を感じていながら、他方で外国企業の直接投

資を制限することによって自国産業の育成等の開発政策を維持したいとい

う相反するニーズを抱えていること、既存協定の実施が重大な負担であり、

新たな分野でのルール策定に対応する準備が整っていないこと、等が指摘

できよう。

今後、2003年に開催が見込まれる第５回閣僚会議において加盟国間で交

渉モダリティーについての決定についての合意を行う必要があるため、作

業部会において具体的なルール内容を念頭に置いた検討作業を集中的に行

っていくことが重要である。
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